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秋田県湯沢市議会 

 

 務 活 動 費 運 用 指 針 

 

 

この運用指針は、議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部とし

て交付される政務活動費について、湯沢市議会がより適正な執行を図ることを目的に、

支出に当たっての判断基準として策定したものである。 

本指針は政務活動費に係る根拠法令等の改正、判例・判決や社会情勢の変化などに

応じ内容の精査を適宜行い、見直しを図っていくものとする。 

 

Ⅰ 政務活動費の概要 

 

 １ 政務活動費とは 

  平成24年９月の地方自治法の改正により、「政務調査費」を「政務活動費」と改

め、交付目的を「議員の調査研究その他の活動に資するため」とし、政務活動費を

充てることのできる経費の範囲を条例で定めることとされた。 

また、議長は、政務活動費については、その使途の透明性の確保に努めることが

法律上明記された。 

これを受け、湯沢市議会では議員自ら率先し、より開かれた議会の推進と、『政

務活動費』の使途の明確さと透明性を確保し、議員自ら判断するための指針とする

ことを目的に、『政務活動費運用指針』を策定し、全会派総意のもと、平成25年度

の支給分からこれに基づき政務活動費を支出しており、平成26年度から会派の定義

を明確にしたことに伴い、交付対象を会派及び会派無所属議員（以下「会派等」と

いう。）とした。 

 

※ 参考 政務活動費の根拠法令  

 地方自治法第100条（抜粋） 

第14項 普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、その議会の議員の調査研究そ

の他の活動に資するため必要な経費の一部として、その議会における会派又は議員に対

し、政務活動費を交付することができる。この場合において、当該政務活動費の交付の

対象、額及び交付の方法並びに当該政務活動費を充てることができる経費の範囲は、条
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例で定めなければならない。 

第15項 前項の政務活動費の交付を受けた会派又は議員は、条例の定めるところにより、

当該政務活動費に係る収入及び支出の報告書を議長に提出するものとする。 

第16項 議長は、第14項の政務活動費については、その使途の透明性の確保に努めるもの

とする。 

 

 ２ 活動費の支出にあたって 

議会では、多くの自治体で政務活動費の不適切な運用が相次いだことを受け、平

成29年９月定例会において、「湯沢市議会政務活動費の交付に関する条例」の一部

改正（平成29年11月１日施行）を行った。 

これまでは前払いとしてきた支払方法を完全後払い方式に変更することで、今ま

で以上に透明性の確保と、説明責任を果たしていくこととする。 

また、条例において、「政務活動費の交付を受けようとするときは、当該活動に

係る実績の報告書及び支出を証する書類を添えて、議長を経由して市長に申請しな

ければならない。」と規定し、交付申請の段階で領収書の写しの添付を求めるなど

チェック機能の強化を図っていく。 

 

３ 政務活動費の支出に関する透明性の確保 

   透明性の確保については、条例 10条において「議長は、政務活動費に係る書類

を広く公開する等、政務活動費の使途の透明性の確保に努めるものとする。」と議

長の責任を明記するとともに、条例改正に合わせて規則の改正を行い、第９条にお

いて「議長は、条例第 10条の規定に基づき、市議会ホームページで政務活動費の

収支報告書及び証書類を公開するものとする。」とした。 

これを受け、会派代表者会議においてホームページにおける公開の範囲について

協議し、政務活動費交付申請書、政務活動費実績報告書、政務活動費収支報告書、

視察研修・研修会等報告書、領収書を公開することとし、これまで以上に透明性の

確保を図ることとする。 
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政務活動費交付フロー図 
 

従 前               改正後 

 

①              （則２） 

 

↓                 ↓ 

 

②                 

 

↓                 ↓ 

 

③              （条６・則３） 

 

↓                 ↓ 

 

④              （条７・則４） 

 

↓                 ↓ 

 

⑤              （則５①②） 

 

                 ↓ 

 

⑥              （則５③） 

 

↓ 

↓           年額を複数回に分けて請求する 

場合は、①～⑥を繰り返す。 

↓ 

 

⑦              （条８・則８） 

交付申請 

（実績報告書・領収書添付） 

政務活動 

使用計画書提出 

交付決定通知 

交付請求 

支 払 

収支報告書提出 

交付決定通知 

交付申請 

支 払 

交付請求 

収支報告書提出 

政務活動 
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Ⅱ 政務活動費の使途基準 

 

 １ 政務活動費の交付に関する使途基準 

使途基準は湯沢市議会政務活動費の交付に関する条例により、項目別 

充当指針は別に定める。 

 

湯沢市議会政務活動費の交付に関する条例 別表（第４条関係） 

項   目 内容 

調査研究費 
会派等が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及

び調査委託に関する経費  

研修費 
会派等が研修会を開催するために必要な経費、団体等が開

催する研修会の参加に要する経費  

広報費 
会派等が行う活動、市政について住民に報告するために要

する経費  

広聴費 
会派等が行う住民からの市政及び会派等の活動に対する要

望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費 

要請・陳情活動費 会派等が要請及び陳情活動を行うために必要な経費  

会議費 
会派等が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各

種会議への会派等としての参加に要する経費  

資料作成費 会派等が行う活動に必要な資料の作成に要する経費 

資料購入費  
会派等が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経

費  

人件費 会派等が行う活動を補助する職員を雇用する経費  

事務所費 
会派等が行う活動に必要な事務所の設置及び管理に要する

経費 

事務費 会派等が行う活動に必要な事務に要する経費  

 

 

http://reiki.city-yuzawa.jp/reiki/reiki_word/10871001041903231.doc
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 ２ 実費弁償の原則 

調査研究その他の活動は、会派等の自らの意思により行われるものであることか

ら、政務活動費の支出にあっては社会通念上妥当な範囲とすることを前提に、会派

等の責任により、調査活動に要した費用の実費を支出することを原則とする。 

 

 ３ 政務活動費の充当が不適当である主な経費（参考事例） 

（１） 交際費的な経費 

ア 餞別、慶弔、寸志、病気見舞い、電報、年賀状購入・印刷代、名刺印刷代

等 

（２） 政党関係費 

 ア 政党のための活動経費 

 イ 党費、党大会賛助金、党大会参加費、党大会参加のための旅費等 

（３） 選挙関係費 

 ア 選挙運動及び選挙活動に関する経費 

イ 各種団体への支援依頼活動、選挙ビラ作成等に要する経費 

（４） 後援会活動経費 

ア 後援会活動に要する経費 

イ 後援会のパンフレット・ビラ等の印刷・発送に要する経費 

（５） 飲食代 

（６） 各種団体経費 

ア 各種団体の運営費 

（７） レクリェーション大会・各種団体親睦会等に参加する経費 

（８） その他 

ア 調査活動に直接必要としない物品等の購入（衣類等） 

 

Ⅲ 会計処理 

 

 政務活動費収支報告書に添付する領収書等は、すべて原本としていることから、

提出される証拠書類すべての原本を議長が保管する。 

 収支報告書及び領収書等については、写しを作成し、各会派の台帳にして議会図

書室に備え付け、住民の閲覧に供することとし、政務活動費の執行について情報公

開の一層の推進と透明性の確保を図る（情報公開期間は５年間）。 
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 具体的な会計処理（政務活動費の支出）は、会派等が活動等を実施した後に精算

するものとし、実支出額を交付する形態とする。これにより、無駄な支出や領収書

の添付漏れ等という事例を防止する。 

 

 １ 領収書の取り扱い 

（１） 領収書とは、会派等代表者名が記載された領収書をいう。 

（２） 領収書やレシートが発行されない経費については、『支払証明書』により支

出金を自ら証明することで支出を認める。この場合は、あくまでもバス代や

地下鉄代金、ＥＴＣカード利用時など、領収書の発行ができないものを補完

するものとして使用することとする。 

（３） レシートやチケット等、宛名の記載がない支払については、その支出目的や

内容について『支出証明書』により証明することで支出を認める。 

  

２ 会計帳簿類の整理 

会派の経理責任者及び会派無所属議員は、政務活動費の支出について会計帳簿を

作成するとともに、次の書類を整備する。 

（１） 視察研修・研修会・要請・陳情活動等報告書 

（２） 調査研究・研修・要請・陳情等の活動記録 

（３） 市民懇談会等開催記録 

（４） 政務活動業務の勤務実績表･賃金領収書 

 

湯沢市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則第７条 

政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者及び会派無所属議員は、政務活動費

の支出について会計帳簿（様式第６号）を調製し、その交付決定のあった日の属す

る年度の翌年度の４月１日から起算して５年を経過する日まで保管しなければな

らない。 
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Ⅳ 項目別充当指針 

 

【 調査研究費 】 

 

内   容 

会派等が行う市の事務、地方行財政に関する調査
研究及び調査委託に関する経費  
（資料印刷費、調査委託料、文書通信費、交通費、

宿泊費等） 

交付対象となる 

具  体  例 

○ 調査研究及び調査委託に伴う経費 
○ 先進地視察・現地調査に要する経費 
・ 交通費（日当は対象外） 
・ 宿泊費 
・ 視察対象施設の入館料等 
 

支 出 基 準・ 

申し合わせ等 

◎ 交通費 
・ 実費支給 

鉄道賃のグリーン車両の使用料や航空賃のスーパー
シートの使用料など、割増料金は認めない。 

・ タクシー・レンタカー・自家用車の利用を認める。 
・ 燃料費の算出 

レンタカー等燃料費が明確にできる場合は精算額に
より計上する。 
自家用車等の場合は出発時満タンとし、到着時満タ
ンとして燃料費を計上する。 

・ 自動車借り上げ料 
自動車借り上げ謝礼金は認める。ただし、議員及び
家族への謝礼は認めない。 

・ 有料道路使用料（ＥＴＣカード利用可）の計上は認
める。 

・ 駐車場利用料の計上は認める。 
◎ 宿泊費 
◎ 市旅費規程の額と実費を比較し、どちらか少ない額と

する。 
◎ 視察先への土産代（上限 4,000円）は認める。 
◎ 視察を行った場合は、視察研修・研修会等報告書及び

活動記録を作成する。 
 

対象とならない例 

(趣旨に反するもの) 

● 先進地の位置付けに明確さを欠く視察経費 
● 観光を目的とする視察経費 
● 視察中の飲食代 
● 視察目的以外の入館料等 
● 手土産の送料 
● パスポートの取得に係る経費 
● 旅行傷害保険等の損害保険の加入料 
● 自己の都合により執行されない旅行の旅費のキャンセ

ル料（他の公務、親族の葬祭、本人が病気やけが等に
より旅行ができない場合を除く。） 
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【 研修費 】 

 

内   容 

会派等が研修会を開催するために必要な経費、他

の団体の開催する研修会に参加するために要す

る経費 

（講師謝金、会場費、交通費、宿泊費、文書通信

費、参加費等） 

交付対象となる 

具  体  例 

○ 研修会開催に伴う経費 

・ 会場借上料 

・ 機材借上料 

・ 講師謝礼 

○ 研修会参加に伴う経費 

・ 出席者負担金 

・ 会費（懇親会費は対象外） 

・ 交通費（日当は対象外） 

・ 宿泊費 

 

支 出 基 準・ 

申し合わせ等 

◎ 交通費・宿泊費の支出基準は調査研究費に同じとする。 

◎ 研修会を行った場合は、視察研修・研修会等報告書及

び活動記録を作成する。 

 

対象とならない例 

(趣旨に反するもの) 

● ○○を励ます会等パーティー参加費 

● 党大会参加費、カンパ・協賛会費 

● 各種団体（政党を含む）運営費 

例）○○交流協会会費、観光協会会費、○○ふるさと

会会費等 

● レセプション等懇親会会費 

● 各種団体等懇親会出席時会費 

● 各種団体親睦旅行参加費 

● 研修会参加時飲食代 

● 一般教養講習会参加費 

例）ＩＴ講習会 

● 自己の都合によりキャンセルされた研修費等（他の公 

務や親族の葬祭、本人が病気やけが等によりキャンセ

ルした場合を除く。） 

 

 

 



9 

【 広報費 】 

 

内   容 

会派等が行う活動、市政について住民に報告する

ために要する経費  

（広報紙又は報告書印刷費、会場費、会派ホーム

ページ作成費・管理委託料、文書通信費、交通

費、新聞折込料等） 

交付対象となる 

具  体  例 

○ 市政報告書、市議会活動報告書印刷代 

○ 会派ホームページ作成費、管理委託料 

 

支 出 基 準・ 

申し合わせ等 

◎ 広報紙や報告会資料を作成した場合は、資料・記録等

を整備する。 

 

対象とならない例 

(趣旨に反するもの) 

● 議員個人及び政党のホームページに要する経費 

● 議員個人及び政党の活動報告書作成に要する経費 

 

 

 

 

【 広聴費 】 

 

内   容 

会派等が行う住民からの市政及び会派等の活動

に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に

要する経費  

（資料印刷費、会場費、茶菓子代、文書通信費、

交通費等） 

交付対象となる 

具  体  例 

○ 市民懇談会開催経費（会場費、開催通知郵送料、茶菓

子代） 

 

支 出 基 準・ 

申し合わせ等 

◎ 市民懇談会を開催した場合は、名称、開催日、会場、

参加議員名、総参加人数等を記載した市民懇談会等開

催記録を作成する。 

 

対象とならない例 

(趣旨に反するもの) 

● 親睦・懇親会経費 

● 日常的な市民相談業務に係る経費 
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【 要請・陳情活動費 】 

 

内   容 

会派等が要請及び陳情活動を行うために必要な

経費 

（資料印刷費、文書通信費、交通費、旅費、宿泊

費等） 

交付対象となる 

具  体  例 

○ 国・県・各関係省庁等への要請及び陳情活動 

○ 地元国会議員等への要請及び陳情活動 

 

支 出 基 準・ 

申し合わせ等 

◎ 交通費・宿泊費の支出基準は調査研究費に同じとする。 

◎ 要請及び陳情活動を行った場合は、要請・陳情活動報

告書及び活動記録を作成する。 

 

対象とならない例 

(趣旨に反するもの) 

● 親睦・懇親会経費 

● 要請・陳情先への手土産代 

 

 

 

 

【 会議費 】 

 

内   容 

会派等が行う各種会議、団体等が開催する意見交

換会等各種会議への会派等として参加に要する

経費 

（会場費、資料印刷費、交通費、宿泊費、文書通

信費、参加費等）  

交付対象となる 

具  体  例 

○ 市政に関する調査研究のために必要な会議 

 

 

支 出 基 準・ 

申し合わせ等 

◎ 交通費・宿泊費の支出基準は調査研究費に同じとする。 

◎ 各種会議へ参加した場合は資料、記録等を整備する。 

 

対象とならない例 

(趣旨に反するもの) 

● 市政に関する調査研究以外の会議 

● 会議費に該当する飲食費以外の飲食費 

例） 議員間の親睦会に要する経費 
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【 資料作成費 】 

 

内   容 

会派等の行う活動に必要な資料の作成に要する

経費 

（印刷製本代、翻訳料等） 

交付対象となる 

具  体  例 

○ 調査資料の作成費、コピー代等 

 

 

支 出 基 準・ 

申し合わせ等 

◎ 資料作成の使途や部数を明示、記録する。 

 

 

対象とならない例 

(趣旨に反するもの) 

● 選挙運動用の資料作成に要する経費 

● 政党活動用の資料作成に要する経費 

● 後援会活動用の資料作成に要する経費 

 

 

 

 

 

【 資料購入費 】 

 

内   容 

会派等の行う活動に必要な図書、資料等の購入に

要する経費  

 

交付対象となる 

具  体  例 

○ 書籍代 

○ 専門誌購入代 

 

支 出 基 準・ 

申し合わせ等 

◎ 書籍名・単価を記入する。 

 

 

対象とならない例 

(趣旨に反するもの) 

● 政務調査とは関連性が薄い書籍購入費 

● 調査研究に適さない図書、雑誌等の購入費 

● 政党の機関紙新聞等の購読料 
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【 人件費 】 

 

内   容 

会派等の行う活動を補助する職員を雇用する経

費  

（給料、手当、賃金等）  

交付対象となる 

具  体  例 

○ 会派等の活動記録の整理･調査事務を補助す

る職員に要する経費  

 

支 出 基 準・ 

申し合わせ等 

◎ 業務内容が明確なものに限る。 

◎ 人件費は事務量や社会通念上のパート賃金を勘案し

積算する。 

◎ 政務活動業務の勤務実績表・賃金領収書を作成する。 

 

対象とならない例 

(趣旨に反するもの) 

● 会派所属議員の家族・親族の雇用 

 

 

 

 

 

【 事務所費 】 

 

内   容 

会派等の行う活動に必要な事務所の設置及び管

理に要する経費  

（事務所の賃借料又は維持管理費、備品購入代

等）  

交付対象となる 

具  体  例 

○ 事務所及び附帯施設・設備の賃借料、維持管理費（清

掃委託費・警備委託費・修繕費等）、光熱水費、保険

料、駐車場代等 

○ 備品購入は机、イス等 

 

支 出 基 準・ 

申し合わせ等 

◎ 会派等の活動に資するもので個人利用とならないよ

うにする。 

◎ 第三者が所有する建物又は土地を事務所又は駐車場

とする場合に限る。 

 

対象とならない例 

(趣旨に反するもの) 

● 自宅の一部又は自宅敷地内の建物又は土地や、自己所

有又は３親等内の血族及び２親等内の姻族が所有す

る若しくはそれらの者が支配する会社の所有する建

物や土地を事務所又は駐車場とする場合の賃借料 
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【 事務費 】 

 

内   容 

会派等が行う活動に必要な事務に要する経費  

 

 

交付対象となる 

具  体  例 

○ 消耗品費（文具、コピー用紙等） 

○ 事務機器賃借料（コピー機等） 

○ 通信費（電話料・インターネット接続料等） 

 

支 出 基 準・ 

申し合わせ等 

◎ 会派等の活動に資するもので個人利用とならないよ

うにする。 

◎ 備品・事務機器（パソコン・コピー機等）については、

会派解散後の整理を考慮し、リースを基本とし、これ

らを政務活動以外にも使用している場合は按分する。

按分の場合は、政務活動以外の議員活動及び私的な個

人利用等を明確に説明すること。 

 

対象とならない例 

(趣旨に反するもの) 

● 自宅用及び議員個人に資するもの 

 

 

 


